
生産緑地地区
都市計画案の縦覧結果について

〇取手都市計画生産緑地地区の変更

令和6年11月19日
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資料２



住民・その他 市 県 備考

①都市計画素案についてご説明
いたします。
（令和6年7月18日開催）

③案の公告・縦覧において提出さ
れた意見への対応を決定します。そ
の後、都市計画案について諮問・
答申を行います。
(令和6年11月19日開催)

②公聴会が開催された場合
公述申出に対する対応等を決定
するため、都計審を開催します。
（公聴会を開催しないため、この
タイミングでは都市計画審議会を
開催しません。）

都市計画決定手続き（生産緑地地区）

都市計画審議会開催の
タイミング

生産緑地地区の都市
計画変更手続きでは、省略され
ます。

住民等による
意見の提出
（縦覧期間中）

③都市計画審議会
（諮問・答申）

本日 11月19日開催

【都市計画の決定】
告示及び縦覧
12月中旬予定

公告及び縦覧

①素案の作成

原案の作成

下協議関係機関との協議

地元説明会

事前協議

回答

案の公告・縦覧

知事協議

②都市計画審議会

回答

公聴会の開催等
による

住民意見の反映

第２回都市計画審議会
10月4日開催
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松ケ丘第四号生産緑地地区（846㎡）
所在地:守谷市松ケ丘二丁目６－３

松ケ丘第四号生産緑地地区について

位置図

写真（現在、看板は撤去済）
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都市計画案の縦覧結果について

令和６年１０月１５日（火）から
令和６年１０月２９日（火）まで

縦覧・意見書提出期間

・結果 縦覧者…0人 意見書…0件
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都市計画変更のスケジュール

年 月 日 内 容

令和６年１０月１５日～２９日 案の縦覧

令和６年１１月１９日
第３回守谷市都市計画審議会
（諮問・答申）

令和６年１１月下旬～１２月上旬 茨城県本協議

令和６年１２月中旬 都市計画決定告示



以上で説明を終了します
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